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(57)【要約】
　口腔ケアクリーニング装置（１０）の位置を推定する
方法（６００）であって：（ｉ）センサ（２８）、ガイ
ダンス発生器（４６）、フィードバックコンポーネント
（４８）、およびコントローラ（３０）を有する口腔ケ
アクリーニング装置を設けるステップ（６１０）と；（
ｉｉ）口内の第１の位置から口内の第２の位置に切り替
えるようにキューによって分離される複数の時間間隔を
含むガイド下クリーニングセッションをユーザに提供す
るステップ（６２０）と；（ｉｉｉ）センサからセンサ
データを生成するステップ（６３０）と；（ｉｖ）生成
されたセンサデータに基づいて、複数の時間間隔の間の
口腔ケア装置の位置を推定するステップ（６４０）と；
（ｖ）ユーザのクリーニング挙動を予測するモデルを生
成するステップ（６５０）と；（ｖｉ）口腔ケア装置の
推定された位置およびユーザのクリーニング挙動のモデ
ルに基づいて口腔ケア装置の位置を決定するステップ（
６６０）と；を含む、方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションの間に口腔クリーニング装置の
位置を推定するように構成された口腔クリーニング装置であって：
　前記ガイド下クリーニングセッションをユーザに提供するように構成されたガイダンス
発生器であって、前記ガイド下クリーニングセッションは、口内の第１の位置から前記口
内の第２の位置に切り替えるようにキューによって分離される複数の時間間隔を含む、ガ
イダンス発生器と；
　前記複数の時間間隔のうちの１つの時間間隔の間にセンサデータを生成するように構成
されたセンサであって、前記センサデータは前記口腔クリーニング装置の場所又は動きを
示す、センサと；
　前記キューを生成するように構成されたフィードバックコンポーネントと；
　コントローラであって：（ｉ）生成された前記センサデータに基づいて、前記複数の時
間間隔のうちの前記１つの時間間隔の間の前記口腔クリーニング装置の前記位置を推定し
；（ｉｉ）前記ユーザのクリーニング挙動を予測するためのモデルを生成し；（ｉｉｉ）
前記口腔クリーニング装置の推定された前記位置及び前記ユーザのクリーニング挙動の前
記モデルに基づいて、前記複数の時間間隔のうちの前記１つの時間間隔の間の前記口腔ク
リーニング装置の前記位置を決定する；ように構成された、コントローラと；を有する、
　クリーニング装置。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記クリーニングセッションに関して前記ユーザにフィードバッ
クを提供するように構成される、
　請求項１に記載のクリーニング装置。
【請求項３】
　前記口腔クリーニング装置の前記位置を推定することは、前記ユーザの口内の複数の位
置のそれぞれについて、前記複数の時間間隔のうちの前記１つの時間間隔の間に前記口腔
クリーニング装置が前記位置内に位置していたという確率を推定することを含む、
　請求項１に記載のクリーニング装置。
【請求項４】
　前記ガイド下クリーニングセッションは、前記クリーニングセッションを開始するキュ
ーと、前記クリーニングセッションを終了するキューとをさらに含む、
　請求項１に記載のクリーニング装置。
【請求項５】
　前記キューは、視覚キュー、聴覚キュー、または触覚キューである、
　請求項１に記載のクリーニング装置。
【請求項６】
　ガイド下クリーニングセッションのユーザの追従を判定するように構成された口腔クリ
ーニング装置であって：
　口内の第１の位置から前記口内の第２の位置に切り替えるようにキューによって分離さ
れる複数の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションを生成するように構成された
ガイダンス発生器モジュールと；
　前記複数の時間間隔のうちの１つの時間間隔の間にセンサデータをセンサから受信する
ように構成されたセンサモジュールであって、前記センサデータは前記口腔クリーニング
装置の場所または動きを示す、センサモジュールと；
　前記ガイド下クリーニングセッションおよび前記センサデータから１つまたは複数の特
徴を抽出するように構成された特徴抽出モジュールと；
　前記ユーザのクリーニング挙動を予測するためにモデルを生成するように構成された挙
動モデルモジュールと；
　前記口腔クリーニング装置の推定された前記位置および前記ユーザのクリーニング挙動
の前記モデルに基づいて、前記複数の時間間隔のうちの前記１つの時間間隔の間の前記口
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腔クリーニング装置の位置を決定するように構成された位置推定モジュールと；を有する
、
　口腔クリーニング装置。
【請求項７】
　１つまたは複数の記憶されたガイド下クリーニングセッションを含むガイダンスデータ
ベースをさらに有する、
　請求項６に記載の口腔クリーニング装置。
【請求項８】
　前記キューは、視覚キュー、聴覚キュー、または触覚キューである、
　請求項６に記載の口腔クリーニング装置。
【請求項９】
　複数の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションの間に口腔クリーニング装置の
位置を推定する方法であって：
　センサ、ガイダンス発生器、フィードバックコンポーネント、およびコントローラを有
する前記口腔クリーニング装置を設けるステップと；
　前記ガイダンス発生器によって、ユーザにガイド下クリーニングセッションを提供する
ステップであって、前記ガイド下クリーニングセッションは、口内の第１の位置から前記
口内の第２の位置に切り替えるようにキューによって分離される複数の時間間隔を含み、
前記キューは前記フィードバックコンポーネントによって生成される、ステップと；
　前記複数の時間間隔のうちの１つの時間間隔の間に、前記口腔クリーニング装置の場所
または動きを示す前記センサからのセンサデータを生成するステップと；
　生成された前記センサデータに基づいて前記コントローラによって、前記複数の時間間
隔のうちの前記１つの時間間隔の間の前記口腔クリーニング装置の前記位置を推定するス
テップと；
　前記ユーザのクリーニング挙動を予測するモデルを生成するステップと；
　前記口腔クリーニング装置の推定された前記位置および前記ユーザのクリーニング挙動
の前記モデルに基づいて、前記複数の時間間隔のうちの前記１つの時間間隔の間の前記口
腔クリーニング装置の前記位置を決定するステップと；を含む、
　方法。
【請求項１０】
　前記クリーニングセッションに関して前記ユーザにフィードバックを提供するステップ
をさらに含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記推定するステップは、前記ユーザの口内の複数の位置のそれぞれについて、前記複
数の時間間隔のうちの前記１つの時間間隔の間に前記口腔クリーニング装置が前記位置内
に位置していたという確率を推定することを含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記推定するステップは、統計モデルまたはルールのセットを含む、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ガイド下クリーニングセッションは、前記クリーニングセッションを開始するキュ
ーと、前記クリーニングセッションを終了するキューとをさらに含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ガイド下クリーニングセッションは、前記キューのみを含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記キューは、視覚キュー、聴覚キュー、または触覚キューである、
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　請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、複数の別個の時間間隔（distinct　time　intervals）を有するガ
イド下クリーニングセッションの間の口腔クリーニング装置の正確な位置特定および追跡
を可能にするシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブラッシングの長さとカバー範囲（coverage）を含む適切な歯のクリーニングは、長期
にわたる歯の健康を確実にするのに役立つ。多くの歯のトラブルは、歯磨きを定期的に行
わないまたは歯をきれいにしない、あるいは特に口腔の特定のエリアまたは領域を不適切
にブラッシングする個人が経験する。クリーニングを定期的に行う人々の間では、不適切
なクリーニング習慣は、１日２回２分間のブラッシングのような標準的な清掃レジメンに
従った場合でも、クリーニングの劣ったカバー範囲、従って、クリーニングセッション中
に適切にクリーニングされない表面をもたらすことがある。
【０００３】
　適切なクリーニングを容易にするために、平均的なクリーニングセッション中に、到達
が困難なまたは不適切に清掃される傾向のある口の領域を含む、すべての歯の表面を適切
にクリーニングすることが重要である。十分なカバー範囲を確保する一つの方法は、装置
の使用をガイドする指示をユーザに提供すること、および／またはクリーニングセッショ
ンの間又はその後にユーザにフィードバックを提供することである。例えば、クリーニン
グセッションの間に口内の装置の位置を知ることは、ユーザのクリーニング挙動に関する
強化されたフィードバックを生成する、および／またはユーザのニーズに従って装置の１
つまたは複数の特性を適合させるための重要な手段である。この位置情報は、例えば、カ
バー範囲および力などのクリーニング特性を決定し、それに関するフィードバックを提供
するために使用することができる。
【０００４】
　しかし、ガイド下クリーニングセッションの間に口腔クリーニング装置を追跡すること
には、いくつかの制限がある。例えば、効率的なクリーニングのためには、ユーザがガイ
ダンスを遵守することが必要である。さらに、少なくとも部分的にガイドされた位置に基
づいて、口内の装置ヘッドの位置を追跡する装置については、ユーザがガイドされたセッ
ションに正確に従うことができない場合、位置特定は典型的には不正確である。
【０００５】
　従って、ガイド下クリーニングセッションの間の口腔クリーニング装置の正確な位置特
定及び追跡を可能にする方法及び装置に対する当技術分野における継続的なニーズがある
。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示は、複数の別個の時間間隔を有するガイド下クリーニングセッションの間の口腔
クリーニング装置の位置特定のための本発明の方法およびシステムに関する。ガイド下ク
リーニングセッションを提供するように構成されたシステムに適用されるとき、本発明の
方法およびシステムは、装置またはシステムが、クリーニングセッション中に口腔クリー
ニング装置を追跡し、クリーニングセッションに関してユーザにフィードバックを提供す
ることを可能にする。システムは、ユーザに装置を新しい位置に移動させるよう促す触覚
通知によって分離された複数の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションの間に、
口腔クリーニング装置の位置を追跡する。従って、システムは、１つまたは複数のセンサ
からの動きデータ、ガイド下クリーニングセッションのペーシングおよび時間間隔、なら
びにユーザ行動モデルを利用して、クリーニングセッションの複数の時間間隔のうちの１
つまたは複数の間の口腔クリーニング装置の位置を推定する。システムは、位置特定情報



(5) JP 2019-534094 A 2019.11.28

10

20

30

40

50

を使用して、クリーニングセッションを評価し、オプションで、ユーザにフィードバック
を提供することができる。
【０００７】
　概して、一態様では、複数の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションの間に口
腔ケア装置の位置（location）を推定する方法が提供される。本方法は、（ｉ）センサ、
ガイダンス発生器、フィードバックコンポーネント、およびコントローラを有する口腔ク
リーニング装置を設けるステップと；（ｉｉ）ガイダンス発生器によって、ユーザにガイ
ド下クリーニングセッションを提供するステップであって、ガイド下クリーニングセッシ
ョンは、口内の第１の位置から口内の第２の位置に切り替えるようにキュー（cue）によ
って分離される複数の時間間隔を含み、キューは、フィードバックコンポーネントによっ
て生成される、ステップと；（ｉｉｉ）複数の時間間隔のうちの１つの間に、口腔クリー
ニング装置の場所（position）または動きを示すセンサからのセンサデータを生成するス
テップと；（ｉｖ）生成されたセンサデータに基づいて、コントローラによって、複数の
時間間隔のうちの１つの間の口腔ケア装置の位置を推定するステップと；（ｖ）ユーザの
クリーニング挙動を予測するためのモデルを生成するステップと；（ｖｉ）口腔ケア装置
の推定された位置およびユーザのクリーニング挙動のモデルに基づいて、複数の時間間隔
のうちの１つの間の口腔ケア装置の位置を決定するステップと；を含む。
【０００８】
　一実施形態によれば、本方法は、クリーニングセッションに関してユーザにフィードバ
ックを提供するステップをさらに含む。
【０００９】
　一実施形態によれば、推定するステップは、ユーザの口内の複数の位置のそれぞれにつ
いて、複数の時間間隔のうちの１つの間に口腔ケア装置が位置内に位置していたという確
率を推定することを含む。一実施形態によれば、推定するステップは、統計モデルまたは
ルールのセット（set　of　rules）を含む。
【００１０】
　一実施形態によれば、ガイド下クリーニングセッションは、クリーニングセッションを
開始するキューと、クリーニングセッションを終了するキューとをさらに含む。一実施形
態によれば、ガイド下クリーニングセッションは、キューのみを含む。一実施形態によれ
ば、キューは、視覚キュー、聴覚キュー、または触覚キューである。
【００１１】
　一態様によれば、複数の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションの間に装置の
位置を推定するように構成されたクリーニング装置が提供される。口腔クリーニング装置
は：ガイド下クリーニングセッションをユーザに提供するように構成されたガイダンス発
生器であって、ガイド下クリーニングセッションは、口内の第１の位置から口内の第２の
位置に切り替えるようにキューによって分離される複数の時間間隔を含む、ガイダンス発
生器と；複数の時間間隔のうちの１つの間にセンサデータを生成するように構成されたセ
ンサであって、センサデータはクリーニング装置の場所又は動きを示す、センサと；キュ
ーを生成するように構成されたフィードバックコンポーネントと；コントローラであって
：（ｉ）生成されたセンサデータに基づいて、複数の時間間隔のうちの１つの間に口腔ケ
ア装置の位置を推定し；（ｉｉ）ユーザのクリーニング挙動を予測するためのモデルを生
成し；（ｉｉｉ）口腔ケア装置の推定された位置及びユーザのクリーニング挙動のモデル
に基づいて、複数の時間間隔のうちの１つの間に口腔ケア装置の位置を決定する；ように
構成されたコントローラと；を有する。
【００１２】
　一態様によれば、ガイド下クリーニングセッションのユーザの追従（compliance）を判
定するように構成されたクリーニング装置が提供される。クリーニング装置は：（ｉ）口
内の第１の位置から口内の第２の位置に切り替えるようにキューによって分離される複数
の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションを生成するように構成されたガイダン
ス発生モジュールと；（ｉｉ）複数の時間間隔のうちの１つの間にセンサデータをセンサ
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から受信するように構成されたセンサモジュールであって、センサデータはクリーニング
装置の場所または動きを示す、センサモジュールと；（ｉｉｉ）ガイド下クリーニングセ
ッションおよびセンサデータから１つまたは複数の特徴を抽出するように構成された特徴
抽出モジュールと；（ｉｖ）ユーザのクリーニング挙動を予測するためにモデルを生成す
るように構成された挙動モデルモジュールと；（ｖ）口腔ケア装置の推定された位置およ
びユーザのクリーニング挙動のモデルに基づいて、複数の時間間隔のうちの１つの間に口
腔ケア装置の位置を決定するように構成された位置推定モジュールと；を含む。
【００１３】
　一実施形態によれば、クリーニング装置は、１つまたは複数の記憶されたガイド下クリ
ーニングセッションを含むガイダンスデータベースをさらに含む。
【００１４】
　本開示の目的のために本明細書で使用されるとき、用語「コントローラ」は、概して、
ストリームプローブ（stream　probe）装置、システム、または方法の動作に関連する様
々な装置を記述するために使用される。コントローラは、本明細書で説明される様々な機
能を実行するために、多数の方法（例えば、専用ハードウェアによるなど）で実装するこ
とができる。「プロセッサ」は、本明細書で説明した種々の機能を実行するためにソフト
ウェア（例えば、マイクロコード）を用いてプログラムされることができる１つまたは複
数のマイクロプロセッサを使用するコントローラの一例である。コントローラは、プロセ
ッサを使用してまたは使用しないで実現することができ、また、ある機能を実行するため
の専用ハードウェアと、他の機能を実行するためのプロセッサ（例えば、１つまたは複数
のプログラムされたマイクロプロセッサおよび関連回路）との組み合わせとして実現する
こともできる。本開示の種々の実施形態で使用することができるコントローラ構成要素の
例は、従来のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、およびフィー
ルドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）を含むが、これらに限定されない。
【００１５】
　種々の実装において、プロセッサまたはコントローラは、１つまたは複数の記憶媒体（
例えば、揮発性および不揮発性のコンピュータメモリなど、本明細書では「メモリ」と一
般に呼ぶ）と関連付けられてもよい。幾つかの実装形態では、記憶媒体は、１つまたは複
数のプロセッサおよび／またはコントローラ上で実行されるとき、本明細書で説明される
機能の少なくとも一部を実行する１つまたは複数のプログラムで符号化されてもよい。種
々の記憶媒体は、プロセッサまたはコントローラ内に固定されてもよく、またはそこに記
憶された１つまたは複数のプログラムが、本明細書で説明される本開示の種々の態様を実
施するために、プロセッサまたはコントローラ内にロードされることができるように、搬
送可能であってもよい。用語「プログラム」または「コンピュータプログラム」は、本明
細書において、１つまたは複数のプロセッサまたはコントローラをプログラムするために
使用することができる任意のタイプのコンピュータコード（例えば、ソフトウェアまたは
マイクロコード）を指す総称的な意味で使用される。
【００１６】
　本明細書で使用される「ユーザインタフェース」という用語は、人間のユーザまたはオ
ペレータと、ユーザと装置との間の通信を可能にする１つまたは複数の装置との間のイン
タフェースを指す。本開示の種々の実施に用いることができるユーザインタフェースの例
は、スイッチ、ポテンショメータ、ボタン、ダイヤル、スライダ、トラックボール、ディ
スプレイスクリーン、種々のタイプのグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩｓ）、
タッチスクリーン、マイクロホン、および何らかの形式の人為的刺激を受け、それに応答
して信号を発生し得る他のタイプのセンサを含むが、これらに限定されない。
【００１７】
　上述の概念および以下により詳細に議論される追加の概念（このような概念が相互に矛
盾しないことを条件とする）のすべての組み合わせは、本明細書に開示される発明の主題
の一部であると考えられる。特に、本開示の末尾にある請求項に記載された主題のすべて
の組み合わせは、本明細書に開示される発明の主題の一部であることが意図される。
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【００１８】
　本発明のこれらの態様および他の態様は、以下に記載される実施形態（複数可）から明
らかであり、それらを参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　図面において、同様の参照符号は概して異なる図面を通して同一の部分を指す。また、
図面は必ずしも縮尺通りではなく、一般的に本発明の原理を説明することに重点を置いて
いる。
【００２０】
【図１】一実施形態による、口腔クリーニング装置の概略図である。
【００２１】
【図２】一実施形態による、口腔クリーニングシステムの概略図である。
【００２２】
【図３】一実施形態による、口腔クリーニングシステムの概略図である。
【００２３】
【図４】一実施形態による、口腔クリーニング装置の位置を推定するための隠れマルコフ
モデルの概略図である。
【００２４】
【図５】一実施形態による、ガイド下クリーニングセッションの間の位置確率のグラフで
ある。
【００２５】
【図６】一実施形態による、複数の別個の時間間隔を有するガイド下クリーニングセッシ
ョンの間に口腔クリーニング装置を位置特定する方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本開示は、複数の別個の時間間隔を有するガイド下クリーニングセッションの間に口腔
クリーニング装置を位置特定するための方法および装置の種々の実施形態を記載する。よ
り一般的には、出願人は、クリーニングセッションを評価し、ユーザにフィードバックを
提供するように構成されたシステムを提供することが有益であることを認識し、理解して
いた。従って、本明細書に記載されるかまたは他の方法で想定される方法は、触覚通知に
よって分離された複数の別個の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッションをユーザ
に提供し、１つまたは複数のセンサからセンサデータを取得し、複数の別個の時間間隔の
各々の間に口腔クリーニング装置の位置を推定するように構成された口腔クリーニング装
置を提供する。一実施形態によれば、ガイド下クリーニングセッションは、触覚通知によ
って分離された複数の別個の時間間隔を含むが、位置特定指示を含まないため、ユーザは
、口のどの部分をどの順序でクリーニングするかを自由に選択できる。一実施形態によれ
ば、口腔クリーニング装置は、推定された位置データに基づいてクリーニングセッション
を評価し、オプションで、クリーニングセッションに関してユーザにフィードバックを提
供するためのフィードバック機構を有する。
【００２７】
　本明細書で開示または他の方法で想定される実施形態および実装形態は、歯ブラシ、Ph
ilips　AirFloss（登録商標）などのフロッシング（flossing）装置、口腔洗浄器（oral
　irrigator）、または任意の他の口腔装置を含むが、これらに限定されない、任意の口
腔装置と共に利用することができる。本明細書の実施形態および実装形態の利用の１つの
特定の目標は、例えば、Philips　Sonicare（登録商標）歯ブラシ（Koninklijke　Philip
s　Electronics,　N.V.製）などの口腔クリーニング装置を用いて、クリーニング情報お
よびフィードバックを提供することである。しかし、本開示は、歯ブラシに限定されず、
従って、本明細書の開示および本明細書に開示される実施形態は、任意の口腔ケア装置を
包含することができる。
【００２８】
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　図１を参照すると、一実施形態では、ボディ部分１２と、ボディ部分に取り付けられた
装置ヘッド部材１４とを含む口腔クリーニング装置１０が提供される。装置ヘッド部材１
４は、ボディ部分から離れたその端部にヘッド１６を含む。ヘッド１６は、クリーニング
に使用される面１８を含む。
【００２９】
　一実施形態によれば、装置ヘッド部材１４、ヘッド１６、および／または面１８は、ボ
ディ部分１２に対して動くことができるように取り付けられている。動きは、とりわけ、
振動または回転を含む種々の異なる動きのいずれであることができる。一実施形態によれ
ば、装置ヘッド部材１４は、ボディ部分１２に対して振動できるように本体に取り付けら
れか、または別の例として、ヘッド１６は、ボディ部分１２に対して振動できるように装
置ヘッド部材１４に取り付けられる。装置ヘッド部材１４は、ボディ部分１２に固定して
取り付けられることができ、あるいは、代替的に、装置の構成要素が摩耗して交換が必要
になったときに装置ヘッド部材１４が新しいものと交換できるように取り外し可能に取り
付けられてもよい。
【００３０】
　一実施形態によれば、ボディ部分１２は、動きを発生させるドライブトレーン２２と、
発生した動きを装置ヘッド部材１４に伝える伝動コンポーネント２４とを含む。例えば、
ドライブトレーン２２は、伝動コンポーネント２４の動きを発生させるモータまたは電磁
石を有することができ、この動きは、その後、装置ヘッド部材１４に伝えられる。ドライ
ブトレーン２２は、他の構成要素の中で特に、電源、発振器、および１つまたは複数の電
磁石などの構成要素を含むことができる。この実施形態では、電源は、例えば、口腔クリ
ーニング装置１０が使用されていないときに置かれる充電ホルダ内で電気的に充電される
ことができる、図示しない１つまたは複数の再充電可能バッテリを含む。
【００３１】
　本願明細書の図のいくつかに示された実施形態では、口腔クリーニング装置１０は電動
歯ブラシであるが、代替実施形態では、口腔クリーニング装置は手動歯ブラシ（図示せず
）であり得ることが理解されるであろう。このような構成では、手動歯ブラシは電気部品
を有するが、ブラシヘッドは電気部品によって機械的に作動されない。加えて、口腔クリ
ーニング装置１０は、フロッシング装置、口腔洗浄器、または任意の他の口腔ケア装置な
どのいくつかの口腔クリーニング装置のうちの任意の１つであることができる。
【００３２】
　ボディ部分１２は、動き発生器２２を作動および作動停止させるためのユーザ入力部２
６をさらに備える。ユーザ入力部２６は、ユーザが口腔クリーニング装置１０を操作する
こと、例えば、口腔クリーニング装置１０をオン／オフにすることを可能にする。ユーザ
入力部２６は、例えば、ボタン、タッチスクリーン、またはスイッチであり得る。
【００３３】
　口腔クリーニング装置１０は、１つまたは複数のセンサ２８を含む。センサ２８は、図
１にボディ部分１２内に示されているが、例えば装置ヘッド部材１４またはヘッド１６内
を含む、装置内の任意のどこにでも配置され得る。センサ２８は、例えば、６軸または９
軸空間センサシステムを含むことができ、口腔クリーニング装置の運動の軸に対して読取
り値（readings）を提供し、装置の方向（orientation）および変位を特徴付けるための
、加速度計、ジャイロスコープ、および／または磁力計のうちの１つまたは複数を含むこ
とができる。例えば、センサ２８は、例えば、３軸ジャイロスコープおよび３軸加速度計
を使用して、６軸の相対運動（３軸並進および３軸回転）の読取り値を提供するように構
成されることができる。他の多くの構成が可能である。圧力センサ（例えば、ホール効果
センサ）および、所定範囲の波長の電磁波形を測定するセンサ、容量性センサ、カメラ、
フォトセル、可視光センサ、近赤外センサ、電波センサ、および／または、１つまたは複
数の他のタイプのセンサなどの他のタイプのセンサを含むが、これらに限定されない、他
のセンサが、単独でまたはこれらのセンサと組み合わせて利用され得る。本明細書に記載
または他の方法で想定されるように、多くの異なるタイプのセンサが利用されることがで
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きる。一実施形態によれば、これらの追加のセンサは、ユーザの身体部分、固定点、およ
び／または、１つまたは複数の他の位置に対する装置の位置に関する補完的な情報を提供
する。一実施形態によれば、センサ２８は、口腔クリーニング装置１０内の所定の位置お
よび方向に配置され、ブラシヘッドは、センサ２８に対する固定された空間的相対配置に
ある。従って、ブラシヘッドの方向および位置は、センサ２８の既知の方向および位置に
基づいて容易に決定することができる。
【００３４】
　一実施形態によれば、センサ２８は、口腔クリーニング装置１０の加速度および角度方
向（angular　orientation）を示す情報を生成するように構成される。例えば、センサシ
ステムは、６軸または９軸空間センサシステムとして一緒に機能する２つ以上のセンサ２
８を含み得る。別の実施形態によれば、統合された９軸空間センサが、口腔クリーニング
装置１０においてスペース節約を提供することができる。
【００３５】
　第１のセンサ２８によって生成された情報は、コントローラ３０に提供される。コント
ローラ３０は、１つまたは複数のモジュールから形成されてもよく、ユーザ入力部２６を
介して得られる入力などの入力に応答して口腔クリーニング装置１０を動作させるように
構成される。一実施形態によれば、センサ２８は、コントローラ３０と一体である。コン
トローラ３０は、例えば、少なくともプロセッサ３２、メモリ３４、および接続モジュー
ル３８を有することができる。プロセッサ３２は、マイクロコントローラ、複数のマイク
ロコントローラ、回路、単一のプロセッサ、または複数のプロセッサを含むが、これらに
限定されない、任意の適切な形態をとり得る。メモリ３４は、不揮発性メモリおよび／ま
たはＲＡＭを含む任意の適切な形態をとることができる。不揮発性メモリは、リードオン
リメモリ（ＲＯＭ）、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、またはソリッドステートドラ
イブ（ＳＳＤ）を含み得る。メモリは、とりわけ、オペレーティングシステムを記憶する
ことができる。ＲＡＭはデータの一時記憶のためにプロセッサによって使用される。一実
施形態によれば、オペレーティングシステムは、コントローラ３０によって実行されると
き、口腔クリーニング装置１０のハードウェア構成要素の動作を制御するコードを含み得
る。一実施形態によれば、接続モジュール３６は、収集されたセンサデータを送信し、有
線あるいは、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、近距離無線通信、および／
またはセルラモジュールを含むがこれらに限定されない、無線信号を送信することができ
る任意のモジュール、装置、または手段であることができる。
【００３６】
　一実施形態によれば、口腔クリーニング装置１０は、ユーザに情報を提供するように構
成されたフィードバックコンポーネント４８を含む。例えば、フィードバックコンポーネ
ントは、現在のクリーニング位置から新しいクリーニング位置に切り替えるべきであると
いう１つまたは複数の視覚キューをユーザに提供する視覚フィードバックコンポーネント
４８であり得る。別の例として、フィードバックコンポーネントは、現在のクリーニング
位置から新しいクリーニング位置に切り替えるべきであるという１つまたは複数の聴覚キ
ューをユーザに提供する聴覚フィードバックコンポーネント４８であり得る。別の例とし
て、フィードバックコンポーネントは、装置を保持しているユーザが現在のクリーニング
位置から新しいクリーニング位置に切り替えるべきであることを示すために振動する任意
のバイブレータなどの触覚フィードバックコンポーネント４８であり得る。代替的には、
フィードバックコンポーネント４８は、クリーニングセッションが開始されるべきである
ことを示す識別可能な視覚キュー、聴覚キュー、または振動、ならびにクリーニングセッ
ションが終了すべきであることを示す識別可能な視覚キュー、聴覚キュー、または振動を
含み得る。従って、一実施形態によれば、フィードバックコンポーネント４８および／ま
たはコントローラ３０は、複数の別個の時間間隔を追跡し、適切な間隔で必要なフィード
バックを提供するように構成されたタイマを含む。
【００３７】
　図２を参照すると、一実施形態では、口腔クリーニング装置１０と、口腔クリーニング
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装置から分離されたオプションの遠隔装置４０とを有する口腔クリーニングシステム２０
０が提供される。口腔クリーニング装置１０は、本明細書で開示または他の方法で想定さ
れる口腔クリーニング装置の実施形態のいずれであることができる。例えば、一実施形態
によれば、口腔クリーニング装置１０は、１つまたは複数のセンサ２８と、プロセッサ３
２を有するコントローラ３０と、電源４２とを含む。口腔クリーニング装置１０はまた、
接続モジュール３８を有する。接続モジュール３８は、収集されたセンサ情報を遠隔装置
４０に送信し、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、近距離無線通信、および
／またはセルラモジュールを含むが、これらに限定されない、有線または無線信号を送信
することができる任意のモジュール、デバイス、または手段であり得る。
【００３８】
　口腔クリーニング装置１０はまた、クリーニングセッションの前、間、および／または
後にユーザに対するガイダンス指示（guidance　instruction）を生成するように構成さ
れたガイダンス発生器４６を含む。ガイダンス指示は、例えば、所定のクリーニングルー
チンから、またはそれに基づいて、および／または、１つまたは複数の以前のクリーニン
グセッションに関する情報から抽出することができる。ガイダンス指示は、例えば、クリ
ーニングセッションが開始されるべきであることを示す視覚キュー、聴覚キュー、または
触覚キュー、現在の位置から以前にクリーニングされていない新しい位置に切り替えるべ
きであることをユーザに指示するためのクリーニングセッションの間の複数のペース調整
されたキュー（paced　cues）、並びにクリーニングセッションが終了すべきであること
を示す視覚キュー、聴覚キュー、または触覚キューを含む。
【００３９】
　一実施形態によれば、遠隔装置４０は、口腔クリーニング装置１０と通信するように構
成されるまたは通信可能な任意の装置であることができる。例えば、遠隔装置４０は、ク
リーニング装置ホルダまたはステーション、スマートフォンデバイス、コンピュータ、タ
ブレット、サーバ、または他の任意のコンピュータ化された装置であり得る。一実施形態
によれば、遠隔装置４０は、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、近距離無線
通信、および／またはセルラモジュールを含むが、これらに限定されない、有線または無
線信号を受信することができる任意のモジュール、デバイス、または手段であり得る通信
モジュール３８ｂを含む。装置４０はまた、接続モジュール３８を介して送られたセンサ
２８からの受信情報を使用するコントローラ３０ｂを含む。一実施形態によれば、遠隔装
置４０は、口内の現在の位置のクリーニングから以前にクリーニングされていない新しい
位置へいつ切り替えるかに関する情報など、ユーザにガイド下クリーニングセッション指
示を提供するように構成されたユーザインタフェース５０を含む。ユーザインタフェース
５０は、触覚インタフェース、視覚インタフェース、可聴インタフェース、または他の形
態のような多くの異なる形態をとることができる。一実施形態によれば、遠隔装置４０は
また、クリーニングセッションの前、間、および／または後に、ユーザに対するガイダン
ス指示を生成するように構成されたガイダンス発生器４６ｂを含むこともできる。ガイダ
ンス指示は、例えば、所定のクリーニングルーチンからまたはそれに基づいて、および／
または１つまたは複数の以前のクリーニングセッションに関する情報から抽出することが
できる。
【００４０】
　例えば、遠隔装置４０は、ユーザのスマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルドまた
はウェアラブルコンピュータ、または携帯命令装置であることができる。スマートフォン
は、例えばスマートフォンアプリであることができるガイダンス発生器４６ｂを介してク
リーニング指示を生成し、スマートフォンスピーカおよび／またはビジュアルディスプレ
イを介してユーザにクリーニング指示を提供する。一実施形態によれば、口腔クリーニン
グ装置１０は、口腔クリーニング装置の位置特定データを表すガイド下クリーニングセッ
ションの間のセンサ２８からセンサデータを取得し、そのデータを口腔クリーニング装置
のコントローラ３０および／または遠隔装置のコントローラ３０ｂに送信する。
【００４１】
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　図３を参照すると、一実施形態では、口腔クリーニングシステム３００が提供される。
口腔クリーニングシステム３００は、本明細書で開示されるかまたは他の方法で想定され
る口腔クリーニング装置の実施形態のいずれであることができる、口腔クリーニング装置
１０の一実施形態である。一実施形態によれば、口腔クリーニング装置は、複数のクリー
ニング指示を含むガイド下クリーニングセッションをユーザに提供し、ここで、ユーザは
、どの領域に次に進むかについての情報を受信することなく、口のある領域から他の領域
に移動するよう通知を受信する。オプションとして、ユーザは、セッションをいつ開始す
るか及びいつセッションを終了するかについての通知も受信する。従って、ユーザは、ガ
イド下クリーニングセッションに完全に追従するために、通知に応答して移動するだけで
よい。位置指示を避けることによって、ユーザに大幅に自由度が与えられる。これは、向
上したレベルのユーザ追従（user　compliance）をもたらす。
【００４２】
　一実施形態によれば、ガイド下クリーニングセッションは、口を、例えば、６つのセグ
メントに分割し、セッションは、ユーザに、現在のセグメントから次のセグメントへいつ
移動すべきかを通知する。本明細書に記載されるように、システムは、次いで、６つの間
隔の各々でどの口腔セグメントがクリーニングされたかを決定しようと試みる。６つの間
隔に対応する口腔セグメントが推定されると、より高い解像度の位置フィードバックがユ
ーザに与えられる。多くの他のセグメント数が可能であることは理解できる。
【００４３】
　口腔クリーニングシステム３００の一実施形態によれば、口腔クリーニングシステム３
００のガイダンス発生器モジュール３１０は、クリーニングセッションの前、間、および
／または後に、ユーザに対して１つまたは複数のクリーニング指示を作成する。ガイダン
ス指示は、例えば、所定のクリーニングルーチンからまたはそれに基づいて、および／ま
たは、１つまたは複数の以前のクリーニングセッションに関する情報から抽出することが
できる。例えば、ガイダンス発生器モジュール３１０は、１つまたは複数のクリーニング
ルーチンに関する情報を含むガイダンスデータベース３１２を有し得る、または、そのガ
イダンスデータベース３１２と有線および／または無線通信し得る。一実施形態によれば
、ガイダンス指示は、視覚、聴覚、および／または触覚キューのような開始キュー、口内
の第１の位置から口内の新しい位置へ装置を移動させるようにユーザに通知する複数の切
り替えキュー、および／または停止キューを含む。
【００４４】
　口腔クリーニングシステム３００のセンサモジュール３２０は、装置のセンサ２８に指
示するまたはそのセンサ２８からセンサデータを取得し、このセンサは、例えば、ジャイ
ロスコープ、加速度計、および／または磁力計からなる慣性測定ユニット（ＩＭＵ）であ
ることができる。センサデータは、装置の動きに関する情報を含む。
【００４５】
　口腔クリーニングシステム３００の前処理モジュール３３０は、センサモジュール３２
０からセンサデータを受信し、処理する。一実施形態によれば、前処理は、モーションセ
ンサに対するモータ駆動信号の影響を低減するためのフィルタリング、通信帯域幅を低減
するためのダウンサンプリング、およびジャイロスコープオフセット較正などのステップ
からなる。これらのステップは、得られたセンサデータを改善し、正規化する。
【００４６】
　口腔クリーニングシステム３００の特徴抽出モジュール３４０は、前処理モジュール３
３０からの前処理されたセンサ信号と、ガイダンス発生器モジュール３１０からのガイダ
ンス指示とから、１つまたは複数の特徴を生成する。これらの特徴は、ユーザの口内のヘ
ッド１６の位置に関する情報を提供する。一実施形態によれば、特徴は、時間の経過に伴
って信号を集約することによって計算することができる。例えば、特徴は、クリーニング
セッションの終了時、各ガイダンス間隔の終了時、ｘ秒毎、あるいは他の間隔でまたは他
のイベントに応答して計算することができる。
【００４７】
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　典型的なクリーニングセッションからのデータは、何千ものセンサ測定値を含む。特徴
抽出モジュール３４０は、ユーザがガイダンスに従ったか否かを予測するために必要な関
連情報を含む特徴と呼ばれるより少ない値を得るために、信号処理技術をこれらのセンサ
測定値に適用する。これらの特徴は、典型的には、ユーザの動きおよびデバイスの方向に
関係する。他の特徴のうち、特徴抽出モジュール３４０は：（ｉ）平均デバイス方向（av
erage　device　orientation）；（ｉｉ）デバイスの方向の分散；（ｉｉｉ）モーション
センサ２８からの信号のエネルギ；（ｉｖ）周波数帯域当たりのモーションセンサの信号
のエネルギ；（ｖ）歯に加わる平均力；（ｖｉ）クリーニングセッションの持続時間、他
多数の特徴を生成することができる。
【００４８】
　一実施形態によれば、特徴抽出の第１のステップは、ユーザの頭部に対する口腔クリー
ニング装置１０の方向の推定である。１つまたは複数のセンサ２８からの信号に基づいて
、世界に対する装置の方向を決定または推定することが可能である。さらに、ユーザの頭
部の方向に関する情報は、その間にユーザが臼歯セグメント（molar　segments）でクリ
ーニングすると予想されたガイダンス間隔から決定または推定することができる。これら
の間隔の間、例えば、装置の主軸の平均方向は、ユーザの顔の方向と整合される（aligne
d　with）。実際的な試験は、デバイスの平均方向は、クリーニングされる口の領域と強
く関連していることを示している。例えば、上顎をクリーニングするとき、ブラシの平均
方向は上方であり、下顎をクリーニングするとき、口腔クリーニング装置の平均方向は下
方である。同様に、口腔クリーニング装置の主軸は、ユーザが口の右側（左側）をクリー
ニングしているとき、左側（右側）を向く。装置の平均方向とクリーニングされる口の領
域との間の関係は、複数のガイド下クリーニングセッション間隔の各々の間に特徴を抽出
するために利用されることができる。
【００４９】
　ユーザ挙動モデルモジュール３５０は、ユーザのクリーニング挙動を予測するために使
用されるモデルを含む。一実施形態によれば、モデルは、隠れマルコフモデルのような統
計モデル、または、クリーニング経路のための一連の制約、例えば、他の多くの可能な制
約の中でも特に、（ｉ）ユーザが各口腔セグメントを正確に１回クリーニングする；また
は（ｉｉ）ユーザが常に左下の象限で開始するなど、口腔セグメントがブラシされる順序
である。
【００５０】
　一実施形態によれば、ユーザのクリーニング挙動は、位置推定器の情報源として使用す
ることができる特定のパターンに従うことが期待される。例えば、ガイド下クリーニング
セッションの間の時間間隔の終わりに、ユーザは、ユーザが以前にクリーニングしていた
セグメントに隣接する口腔セグメントに移動する可能性が高い。この知識は、例えば、推
定されたクリーニング経路が許容経路の予め定義されたセットからのものであることを必
要とすることによって、使用することができる。一実施形態によれば、この知識をモデル
化するより柔軟な方法は、時間的パターン認識に使用される統計モデルである隠れマルコ
フモデルによるものである。図４を参照すると、一実施形態では、クリーニング挙動をモ
デル化するために使用される隠れマルコフモデル４００の一例が提供される。モデル内の
各円４１０は、上部前面（ＵＦ）、上部右側（ＵＲ）、下部左側（ＬＬ）、等の口腔セグ
メントを表す。矢印４２０は、許容された遷移を表し、各遷移は、ユーザが一つのセグメ
ントから他のセグメントへどれくらいの頻度で移行するかを示す関連する確率を含む。隠
れマルコフモデルに加えて、他の多くの統計モデルおよび／またはルールベースモデルが
可能である。
【００５１】
　口腔クリーニングシステム３００の位置推定モジュール３６０は、計算された信号特徴
に基づいて口腔内の口腔クリーニング装置の位置を推定する分類モデルを含む。一実施形
態によれば、モジュールは、所与のガイドされたクリーニングセッション間隔からの測定
された信号を、位置毎の典型的な信号パターンと比較する。この比較の結果は、この間隔
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の間の最も可能性の高い口腔の位置を決定するために、典型的なユーザ挙動の以前の知識
と組み合わせて使用される。
【００５２】
　推定の第１のステップは、センサデータが与えられた口腔セグメントの確率を推定する
ために使用される分類モデルである。例えば、特徴抽出モジュール３４０からの特徴のセ
ットが与えられると、分類モデルは、口腔内の口腔クリーニング装置の位置を推定する。
例えば、モデルは、ガウスモデル、ディシジョンツリー、サポートベクトルマシンなどで
あり得る。一実施形態によれば、モデルのパラメータは、口腔内の口腔クリーニング装置
の位置を正確に測定した実験室試験からのデータを含む、一組のラベル付き例などのトレ
ーニングデータから学習される。一実施形態によれば、分類器の出力は、確率のベクトル
を含む。
【００５３】
　口腔クリーニングシステム３００の位置推定モジュール３６０による推定の第２のステ
ップは、分類器ステップで生成された確率を、挙動モデルモジュール３５０によって生成
されたユーザモデルと組み合わせることである。例えば、挙動モデルが隠れマルコフモデ
ルである場合、分類器の出力は、放出確率（emission　probabilities）として見ること
ができ、最も可能性の高い経路は、他の方法の中でもとりわけ、ビタビアルゴリズムで得
ることができる。別の例として、挙動モデルが許容経路の予め定められたセットを含む場
合、予測された経路は、セグメント確率の積を最大化する有効経路である。
【００５４】
　図５を参照すると、一実施形態では、６つの象限に分割された口の位置確率のグラフ５
００が提供される。この実施形態によれば、許容経路のセットは、各口腔セグメントが正
確に１回ブラッシングされるように、繰り返しなしの全ての経路を含む。グラフの列（ro
ws）は、６つのガイド下クリーニング間隔のそれぞれに対応し、各セルは、ユーザが可能
な６つのセグメントをクリーニングしていた確率を含む。ハイライトされたセルは、挙動
モデルモジュール３５０によって生成された挙動モデルによる最も可能性の高い経路を示
す。
【００５５】
　図６を参照すると、一実施形態では、複数の時間間隔を含むガイド下クリーニングセッ
ションの間に口腔ケア装置の位置を推定するための方法６００のフローチャートが提供さ
れる。ステップ６１０において、口腔クリーニング装置１０が提供される。代替的には、
装置１０および遠隔装置４０を備えた口腔クリーニングシステムが提供されてもよい。口
腔クリーニング装置またはシステムは、本明細書に記載または他の方法で想定される装置
またはシステムのいずれかであることができる。
【００５６】
　本方法のステップ６２０において、ガイダンス発生器４６は、ユーザにガイド下クリー
ニングセッションを提供する。ガイド下クリーニングセッションは、例えば、ガイダンス
データベース３１２に予めプログラムされ、格納されることができ、または学習されたガ
イド下クリーニングセッションであることができる。ガイド下クリーニングセッションは
、ユーザに対する複数のクリーニング指示を含む。例えば、ガイド下クリーニングセッシ
ョンは、口内の第１の位置から口内の第２の位置に切り替えるためのキューによって分離
された複数の時間間隔を含むことができる。キューは、口腔ケア装置１０のフィードバッ
クコンポーネント４８によって生成され、特に、視覚、聴覚、および／または触覚キュー
であることができる。
【００５７】
　本方法のステップ６３０において、口腔クリーニング装置１０のセンサ２８は、ガイド
下クリーニングセッションの複数の時間間隔のうちの１つの間にセンサデータを生成する
。センサデータは、その時間間隔の間のその位置における口腔クリーニング装置の場所、
動き、方向、または他のパラメータまたは特性を示す。センサデータは、口腔クリーニン
グ装置のコントローラ３０および／または遠隔装置のコントローラ３０ｂに記憶又は送ら
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れる。従って、コントローラは、口腔クリーニング装置の場所または動きを示すセンサデ
ータを取得する。
【００５８】
　本方法のステップ６４０において、ガイド下クリーニングセッションの複数の時間間隔
のうちの１つまたは複数の間の口腔ケア装置の位置が推定される。一実施形態によれば、
コントローラ３０は、センサデータを受信し、データを分析して、口腔ケア装置１０の位
置の推定値を作成する。例えば、推定値は、ガウスモデル、ディシジョンツリー、サポー
トベクトルマシン他多数のような分類モデルから導出され得る。分類モデルは、学習され
たデータに基づいてもよい。分類器の出力は、例えば、確率のベクトルであり得る。
【００５９】
　本方法のステップ６５０において、システムは、ユーザのクリーニング挙動を予測する
モデルを生成する。一実施形態によれば、モデルは、隠れマルコフモデルなどの統計モデ
ル、または、ブラッシング経路に対する一連の制約、例えば、（ｉ）ユーザが各口腔セグ
メントを正確に１回ブラッシングする；または（ｉｉ）ユーザが、他の多くの可能な制約
の中でも、常に左下の象限から始まるなど、口腔セグメントがブラッシングされる順序で
ある。
【００６０】
　方法のステップ６６０において、システムは、口腔ケア装置の推定位置およびユーザの
クリーニング挙動のモデルに基づいて、時間間隔の１つまたは複数の間の口腔ケア装置の
位置を決定する。一実施形態によれば、システムは、分類器ステップで生成された位置推
定値または確率を、生成されたユーザモデルと組み合わせる。例えば、挙動モデルがＨＭ
Ｍである場合、分類器の出力は、放出確率として見ることができ、最も可能性の高い経路
は、他の方法の中でもとりわけ、ビタビアルゴリズムを用いて得ることができる。別の例
として、挙動モデルが許容経路の予め定められた集合を含む場合、予測経路は、セグメン
ト確率の積を最大化する有効経路である。
【００６１】
　方法のオプションのステップ６７０において、装置またはシステムは、ガイド下クリー
ニングセッションに関してユーザにフィードバックを提供する。例えば、フィードバック
は、リアルタイムで、および／またはその他の方法で、クリーニングセッションの間若し
くは後に、または次のクリーニングセッションの直前に、ユーザに提供されてもよい。フ
ィードバックは、位置特定（localization）データに基づいて、口のどのセグメントが適
切または不適切にクリーニングされたかを含む、ユーザが口を適切にまたは不適切にクリ
ーニングした旨の指示（indication）を含み得る。口腔クリーニング装置１０および／ま
たは遠隔装置４０によって生成されたフィードバックは、視覚的、書面の、聴覚的、触覚
的、又は他のタイプのフィードバックを含む、種々の異なる方法のいずれかでユーザに提
供することができる。
【００６２】
　すべての定義は、本明細書で定義および使用される場合、辞書の定義、参照により組み
込まれる文書中の定義、および／または定義された用語の通常の意味を支配すると理解さ
れるべきである。
【００６３】
　本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、不定冠詞「１つの、ある（“ａ”）
」および「１つの、ある（“ａｎ”）」は、そうでないことが明確に示されていない限り
、「少なくとも１つ」を意味すると理解されるべきである。
【００６４】
　本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、「および／または」という句は、そ
のように結合された要素の「いずれかまたは両方」、すなわち、いくつかの場合には接続
的に存在する要素、他の場合には非接続的に存在する要素を意味すると理解されるべきで
ある。「および／または」で列挙された複数の要素は、同じように解釈されるべきであり
、すなわち、そのように接続された要素の「１つまたは複数」である。具体的に識別され
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た要素に関連しているかどうかにかかわらず、「および／または」の節によって具体的に
識別された要素以外の他の要素が任意に存在してもよい。
【００６５】
　本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、「または」は、上で定義された「お
よび／または」と同じ意味を有すると理解されるべきである。例えば、リスト内の項目を
分離するとき、「または」または「および／または」は包括的、すなわち、多くの要素ま
たは要素のリストのうち、少なくとも１つを含むが、複数も含み、また、オプションで、
リストに含まれていない追加の項目を含むと解釈されるべきである。反対に明確に示され
ているもののみを示す用語「のうちの１つのみ」または「厳密に１つ」などまたは特許請
求の範囲で使用される場合、「からなる」は、いくつかの要素または要素のリストのうち
の厳密に１つの要素の包含を指す。一般に、本明細書で使用される場合、「または」とい
う用語は、「いずれか」、「のうちの１つ」、「のうちの１つのみ」または「厳密に～の
うちの１つ」などの排他的な用語が先行する場合、排他的な代替物のみを示すと解釈され
る（すなわち「一方または他方であり、両方ではない」）。
【００６６】
　本明細書および特許請求の範囲で使用されるとき、１つまたは複数の要素のリストに関
する句「少なくとも１つ」は、その要素のリストの任意の１つまたは複数の要素から選択
される少なくとも１つの要素を意味するが、その要素のリストに特定的に列挙された各要
素およびすべての要素のうち少なくとも１つを必ず含むわけではなく、その要素のリスト
にある要素の任意の組み合わせを排除するものではないと理解されるべきである。この定
義はまた、「少なくとも１つ」という句が指す要素のリスト内で特定的に識別された要素
以外の要素が、特定的に識別された要素に関連するにしろ関連しないにしろ、オプション
で存在し得ることを可能にする。
【００６７】
　また、反対のことが明確に示されていない限り、複数のステップまたは動作を含む本明
細書で特許請求の範囲に記載されている方法では、方法のステップまたは動作の順序は、
必ずしも方法のステップまたは動作が列挙されている順序に限定されるものではないこと
も理解されるべきである。
【００６８】
　特許請求の範囲および上の記載において、「～有する、を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ
）」、「～を含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「～を有する（ｃａｒｒｙｉｎｇ）」、「
～を有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「～を含有する（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」、「～を含
む（ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ）」、「～を保持する（ｈｏｌｄｉｎｇ）」、「～から構成され
る（ｃｏｍｐｏｓｅｄ　ｏｆ）」などのすべての移行句は、オープンエンド（非限定的）
である、すなわち、含むことを意味するがこれに限定されるものではないと理解されるべ
きである。「からなる」および「から本質的になる」という移行句だけが、それぞれ、限
定的な移行句または半限定的な移行句である。
【００６９】
　本明細書ではいくつかの本発明の実施形態を説明し例示したが、当業者は、機能を実行
するためのならびに／または本明細書に記載された結果および／または利点のうちの１つ
または複数を得るための様々な他の手段および／または構造を容易に想到するであろう。
そして、そのような変形および／または修正の各々は、本明細書に記載の発明の実施形態
の範囲内にあると見なされる。より一般的には、当業者は、本明細書に記載のすべてのパ
ラメータ、寸法、材料、および構成が例示的であることを意味し、実際のパラメータ、寸
法、材料、および／または構成は、本発明の教示が使用されている特定の用途に依存する
ことを容易に理解するであろう。当業者であれば、本明細書に記載の特定の発明の実施形
態に対する多くの均等物を認識し、または単なる日常的な実験を用いて確かめることがで
きるだろう。したがって、前述の実施形態は例としてのみ提示され、添付の特許請求の範
囲およびその均等物の範囲内で、本発明の実施形態は具体的に説明および特許請求の範囲
に記載される以外の方法で実施され得ることが理解されるべきである。本開示の発明の実
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施形態は、本明細書に記載されている個々の特徴、システム、物品、材料、キット、およ
び／または方法のそれぞれに関する。加えて、そのような特徴、システム、物品、材料、
キット、および／または方法が互いに矛盾していない場合、そのような特徴、システム、
物品、材料、キット、および／または方法の２つ以上の任意の組み合わせも、本開示の発
明の範囲内に含まれる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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